
別 表

有 料 老 人 ホ ー ム の 類 型

類 型 類 型 の 説 明

介護付有料老人ホーム

（一般型特定施設入居者

生活介護）

介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。

介護が必要となっても，当該有料老人ホームが提供する特定施設入居者生活介護を利用しな

がら当該有料老人ホームの居室で生活を継続することが可能です。（介護サービスは有料老人

ホームの職員が提供します。特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホーム

については介護付と表示することはできません。）

介護付有料老人ホーム

（外部サービス利用型特

定施設入居者生活介護）

介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。

介護が必要となっても，当該有料老人ホームが提供する特定施設入居者生活介護を利用しな

がら当該有料老人ホームの居室で生活を継続することが可能です。（有料老人ホームの職員が

安否確認や計画作成等を実施し，介護サービスは委託先の介護サービス事業所が提供します 。

特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームについては介護付と表示する

ことはできません。）

住宅型有料老人ホーム

（注）

生活支援等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。

介護が必要となった場合，入居者自身の選択により，地域の訪問介護等の介護サービスを利

用しながら当該有料老人ホームの居室での生活を継続することが可能です。

健康型有料老人ホーム

（注）

食事等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護が必要となった場合には，契約

を解除し退去しなければなりません。

注） 特定施設入居者生活介護の指定を受けていないホームは，広告，パンフレット等において「介護付き」，「ケア付き」

等の表示を行ってはいけません。



有 料 老 人 ホ ー ム の 表 示 事 項

表 示 事 項 表 示 事 項 の 説 明

居住の権利形態（右の

いずれかを表示）

利用権方式 建物賃貸借契約及び終身建物賃貸借契約以外の契約の形態で，居住部

分と介護や生活支援等のサービス部分の契約が一体となっているも

のです。

建物賃貸借方式 賃貸住宅における居住の契約形態であり，居住部分と介護等のサービ

ス部分の契約が別々になっているものです。入居者の死亡をもって契

約を終了するという内容は有効になりません。

終身建物賃貸借方式 建物賃貸借契約の特別な類型で，都道府県知事から高齢者の居住の安

定確保に関する法律の規定に基づく終身建物賃貸借事業の認可を受

けたものです。入居者の死亡をもって契約を終了するという内容が有

効です。

利用料の支払い方式

（注１・注２）

全額前払い方式 終身にわたって受領する家賃又はサービス費用の全部を前払金とし

て一括して受領する方式

一部前払い・一部月払

い方式

終身にわたって受領する家賃又はサービス費用の一部を前払いとし

て一括受領し，その他は月払いする方式

月払い方式 前払金を受領せず，家賃又はサービス費用を月払いする方式

選択方式 入居者により，全額前払い方式、一部前払い・一部月払い方式、月払

い方式のいずれかを選択できます。どの方式を選択できるのかを併せ

て明示する必要があります。



入居時の要件（右のい

ずれかを表示）

入居時自立 入居時において自立である方が対象です。

入居時要介護 入居時において要介護認定を受けている方（要支援認定を受けている

方を除く）が対象です。

入居時要支援・要介護 入居時において要支援認定又は要介護認定を受けている方が対象で

す。

入居時自立・要支援・

要介護

自立である方も要支援認定・要介護認定を受けている方も入居できま

す。

介護保険（※※に都道

府県名を入れて表示）

※※県（市）指定介護

保険特定施設

（一般型特定施設）

介護が必要となった場合、当該有料老人ホームが提供する特定施設入

居者生活介護サービスを利用することができます。介護サービスは有

料老人ホームの職員が提供します。（注３）

※ ※ 県 指 定 介 護 保 険

特 定 施 設

（ 外 部 サ ー ビ ス 利 用

型 特 定 施 設 ）

介 護 が 必 要 と な っ た 場 合 ，当 該 有 料 老 人 ホ ー ム が 提 供 す る 特

定 施 設 入 居 者 生 活 介 護 サ ー ビ ス を 利 用 す る こ と が で き ま す 。

有 料 老 人 ホ ー ム の 職 員 が 安 否 確 認 や 計 画 作 成 等 を 実 施 し ，介

護 サ ー ビ ス は 委 託 先 の 介 護 サ ー ビ ス 事 業 所 が 提 供 し ま す 。

（ 注 ３ ）

在 宅 サ ー ビ ス 利 用 可 介 護 が 必 要 と な っ た 場 合 ，介 護 保 険 の 在 宅 サ ー ビ ス を 利 用 す

る ホ ー ム で す 。

居 室 区 分（ 右 の い ず

れ か を 表 示 。※ に は

１ ～ ４ の 数 値

を 表 示 ）（ 注 ４ ）

全 室 個 室 介 護 が 必 要 と な っ た 場 合 に 介 護 サ ー ビ ス を 利 用 す る た め の

一 般 居 室 又 は 介 護 居 室 が ，す べ て 個 室 で あ る ホ ー ム で す 。（ 注

５ ）



相 部 屋 あ り （ ※ 人 部

屋 ～ ※ 人 部 屋 ）

介 護 居 室 は す べ て が 個 室 で は な く ，相 部 屋 と な る 場 合 が あ る

ホ ー ム を い い ま す 。

一 般 型 特 定 施 設 で

あ る 有 料 老 人 ホ ー

ム の 介 護 に か か わ

る 職 員 体 制（ 右 の い

ず れ か を 表 示 ）（ 注

６ ）

１ ． ５ ： １ 以 上 現 在 及 び 将 来 に わ た っ て 要 介 護 者 ３ 人 に 対 し て 職 員 ２ 人（ 要

介 護 者 １ ．５ 人 に 対 し て 職 員 １ 人 ）以 上 の 割 合（ 年 度 ご と の

平 均 値 ）で 職 員 が 介 護 に 当 た り ま す 。こ れ は 介 護 保 険 の 特 定

施 設 入 居 者 生 活 介 護 の 基 準 の ２ 倍 以 上 の 人 数 で す 。

２ ： １ 以 上 現 在 及 び 将 来 に わ た っ て 要 介 護 者 ２ 人 に 対 し て 職 員 １ 人 以

上 の 割 合 （ 年 度 ご と の 平 均 値 ） で 職 員 が 介 護 に 当 た り ま す 。

こ れ は 介 護 保 険 の 特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護 の 基 準 の １ ．５ 倍

以 上 の 人 数 で す 。

２ ． ５ ： １ 以 上 現 在 及 び 将 来 に わ た っ て 要 介 護 者 ５ 人 に 対 し て 職 員 ２ 人（ 要

介 護 者 ２ ．５ 人 に 対 し て 職 員 １ 人 ）以 上 の 割 合（ 年 度 ご と の

平 均 値 ）で 職 員 が 介 護 に 当 た り ま す 。こ れ は 介 護 保 険 の 特 定

施 設 入 居 者 生 活 介 護 で ，手 厚 い 職 員 体 制 で あ る と し て 保 険 外

に 別 途 費 用 を 受 領 で き る 場 合 の 基 準 以 上 の 人 数 で す 。

３ ： １ 以 上 現 在 及 び 将 来 に わ た っ て 要 介 護 者 ３ 人 に 対 し て 職 員 １ 人 以

上 の 割 合 （ 年 度 ご と の 平 均 値 ） で 職 員 が 介 護 に 当 た り ま す 。

介 護 保 険 の 特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護 の サ ー ビ ス を 提 供 す る

た め に 少 な く と も 満 た さ な け れ ば な ら な い 基 準 以 上 の 人 数

で す 。



外 部 サ ー ビ ス 利 用

型 特 定 施 設 で あ る

有 料 老 人 ホ ー ム の

介 護 サ ー ビ ス 提 供

体 制 （ ※ に 職 員 数 ，

※ ※ ※ ※ に 介 護 サ

ー ビ ス 事 業 所 の 名

称 を 入 れ て 表 示 ）

（ 注 ７ ）

有 料 老 人 ホ ー ム の 職

員 ※ 人

委 託 先 で あ る 介 護 サ

ー ビ ス 事 業 所

訪 問 介 護 ※ ※ ※ ※

訪 問 看 護 ※ ※ ※ ※

通 所 介 護 ※ ※ ※ ※

有 料 老 人 ホ ー ム の 職 員 が 安 否 確 認 や 計 画 作 成 等 を 実 施 し ，介

護 サ ー ビ ス は 委 託 先 の 介 護 サ ー ビ ス 事 業 所 が 提 供 し ま す 。

そ の 他（ 右 に 該 当 す

る 場 合 に の み 表 示 。

※ ※ ※ に 提 携 先 の

有 料 老 人 ホ ー ム を

入 れ て 表 示 ）

提 携 ホ ー ム 利 用 可

（ ※ ※ ※ ホ ー ム ）

介 護 が 必 要 と な っ た 場 合 ，提 携 ホ ー ム （ 同 一 設 置 者 の 有 料 老

人 ホ ー ム を 含 む ）に 住 み 替 え て 特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護 を 利

用 す る こ と が で き ま す 。（ 注 ８ ）

注 １ ） 老 人 福 祉 法 の 改 正 を 受 け て 、従 来 は「一 時 金 」「 一 時 金 方 式 」と 記 載 し て い た 項 目 に つ い て は「前

払 金 」「 前 払 い 方 式 」 と 修 正 し て い ま す が ， 当 面 の 間 、 広 告 ， パ ン フ レ ッ ト 等 に お い て 「 一 時 金 」「 一 時

金 方 式 」と い う 表 現 を 使 用 す る こ と も 可 能 で す 。な お ，「 前 払 金 」に つ い て は ，家 賃 又 は サ ー ビ ス 費 用 の

前 払 い に よ っ て 構 成 さ れ る も の で あ る こ と か ら ， そ の 実 態 を 適 切 に 表 現 す る 名 称 と し て ， 広 告 ， パ ン フ

レ ッ ト 等 の 更 新 の 機 会 に 応 じ て ，順 次 ，「 前 払 金 」と い う 名 称 に 切 り 替 え る よ う に す る こ と が 望 ま し い も

の と 考 え ま す 。



注 ２ ）「前 払 金 方 式（ 従 来 の 一 時 金 方 式 ）」に つ い て は ，「家 賃 又 は サ ー ビ ス 費 用 の 全 額 を 前 払 い す る こ と 」

と ，「 家 賃 又 は サ ー ビ ス 費 用 の 一 部 を 前 払 い し ，一 部 を 月 払 い す る こ と 」で は ，支 払 方 法 に 大 き な 違 い が

あ る こ と か ら ，前 者 を「全 額 前 払 い 方 式 」と し ，後 者 を「 一 部 前 払 い ・一 部 月 払 い 方 式 」と し て い ま す 。

当 面 の 間 ， 広 告 ， パ ン フ レ ッ ト 等 に お い て ， 従 来 ど お り 「 一 時 金 方 式 」 と い う 表 現 を 使 用 す る こ と も 可

能 で す が ， そ の 場 合 で あ っ て も ， 入 居 希 望 者 ・ 入 居 者 へ の 説 明 に あ っ て は ， 家 賃 又 は サ ー ビ ス 費 用 の 全

額 を 前 払 い す る 方 式 な の か ， 一 部 を 前 払 い す る 方 式 な の か を ， 丁 寧 に 説 明 す る こ と が 望 ま し い も の と 考

え ま す 。

注 ３ ） 入 居 者 が 希 望 す れ ば ，当 該 有 料 老 人 ホ ー ム の 特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護 サ ー ビ ス に 代 え て ，訪 問 介

護 等 の 介 護 サ ー ビ ス を 利 用 す る こ と が 可 能 で す 。

注 ４ ） 一 般 居 室 は す べ て 個 室 と な っ て い ま す 。こ の 表 示 事 項 は 介 護 居 室（ 介 護 を 受 け る た め の 専 用 の 室 ）

が 個 室 か 相 部 屋 か の 区 分 で す 。 従 っ て 、 介 護 居 室 を 特 に 設 け ず ， 一 般 居 室 に お い て 介 護 サ ー ビ ス を 提 供

す る 有 料 老 人 ホ ー ム に あ っ て は ，「 個 室 介 護 」 と 表 示 す る こ と に な り ま す 。

注 ５ ） 個 室 と は ， 建 築 基 準 法 第 30条 の 「 界 壁 」 に よ り 隔 て ら れ た も の に 限 る こ と と し て い ま す の で ，一

の 居 室 を ふ す ま ， 可 動 式 の 壁 ， 収 納 家 具 等 に よ っ て 複 数 の 空 間 に 区 分 し た も の は 個 室 で は あ り ま せ ん 。

注 ６ ） 介 護 に か か わ る 職 員 体 制 は ，当 該 有 料 老 人 ホ ー ム が 現 在 及 び 将 来 に わ た っ て 提 供 し よ う と 想 定 し

て い る 水 準 を 表 示 す る も の で す 。従 っ て ，例 え ば ，現 在 は 要 介 護 者 が 少 な く 1.5：１ 以 上 を 満 た す 場 合 で

あ っ て も ，要 介 護 者 が 増 え た 場 合 に 2.5：１ 程 度 以 上 の 介 護 サ ー ビ ス を 想 定 し て い る 場 合 に あ っ て は ，2.5：

１ 以 上 の 表 示 を 行 う こ と に な り ま す 。な お 職 員 体 制 の 算 定 方 法 に つ い て は ，「 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 等 の 事 業

の 人 員 ，設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 」第 175条 第 １ 項 第 ２ 号 イ 及 び 同 第 ２ 項 の 規 定 に よ り ま す 。な お ，「 1.5：

１ 」，「 ２ ：１ 」又 は「 2.5：１ 」の 表 示 を 行 お う と す る 有 料 老 人 ホ ー ム に つ い て は ，年 度 ご と に 職 員 の 割

合 を 算 定 し ， 表 示 と 実 態 の 乖 離 が な い か 自 ら 検 証 す る と と も に ， 入 居 者 等 に 対 し て 算 定 結 果 及 び そ の 算



定 方 法 に つ い て 説 明 す る こ と が 必 要 で す 。

注 ７ ） 訪 問 介 護 ，訪 問 看 護 及 び 通 所 介 護 以 外 の サ ー ビ ス に つ い て ，委 託 先 の サ ー ビ ス 事 業 所 が あ る 場 合

に は ， サ ー ビ ス 区 分 及 び サ ー ビ ス 事 業 所 の 名 称 を 表 示 す る こ と が 必 要 で す 。

注 ８ ） 提 携 ホ ー ム に は ， 介 護 老 人 保 健 施 設 ， 病 院 ， 診 療 所 ， 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 等 は 含 ま れ ま せ ん 。


